
お 客 様 各 位 

２０２６年 ４ 月 １ 日 

遠 軽 信 用 金 庫 

定期預金の中途解約利率変更に伴う預金規定の改定について 

平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。 

このたび、当金庫では昨今の金利情勢の変化により、定期預金の利率において、「満期ま

での利率」よりも「中途解約利率」が上回るという逆転の事象が発生していることを踏ま

え、お客様に対して公平かつ合理的な利息を提供するため、定期預金の中途解約利率を変

更することといたしました。 

これに伴い、各種定期預金規定を下記のとおり２０２６年６月1日（月）より改定いた

しますので、ご案内申しあげます。 

記

１．改定日 

２０２６年６月１日（月） 

２．改定の対象となる定期預金規定 

（１）期日指定定期預金規定

（２）自動継続期日指定定期預金規定

（３）自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（スーパー定期）

（４）自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（スーパー定期）

（５）自由金利型定期預金規定（大口定期）

（６）自動継続自由金利型定期預金規定（大口定期）

（７）自動継続式年金定期預金（ひまわり）規定

（８）夢付き定期預金（スーパードリーム）規定

（９）財産形成積立定期預金規定

（10）財産形成期日指定定期預金規定 

（11）財形年金預金規定 

（12）財形住宅預金規定

（13）積立定期預金規定

（14）積立式期日指定定期預金規定

３．改定内容 

（１）改定後の中途解約利率の適用は、改定日以降、新規でお預け入れいただいた定期預

金及び改定日以降、満期到来後に自動継続された定期預金に改定後の利率が適用され

ます。 

なお、改定日以前にお預け入れいただいた定期預金につきましては、満期日まで改

定前の中途解約利率を適用いたします。 

（２）改定内容につきましては、別紙「各種定期預金規定集新旧対照表」をご参照くださ

い。 

以 上 
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期日指定定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

期日指定定期預金規定 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息は預入日

から解約日の前日までの日数について次の預入期間に

応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算し、この預金とともに支払

います。 

①  ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通預

金の利率 

 

②  ６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×４０％

③  １年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×５０％

④  １年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×６０％

⑤  ２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×７０％

⑥  ２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×９０％

 

（４）省略 

以 上

期日指定定期預金規定 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息は預入日

から解約日の前日までの日数について次の預入期間に

応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算し、この預金とともに支払

います。 

①  ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥預入日から２年以上の

約定利率の１５％または解約日の普通預金利率のいず

れか低い方 

②  ６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×２０％

③  １年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×２５％

④  １年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×３０％

⑤  ２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×４５％

⑥  ２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×６０％

 

（４）省略 

以 上
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自動継続期日指定定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

自動継続期日指定定期預金規定 

１．～２．省略 

 

３．（利息） 

（１）～（４）省略 

（５）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息は預入日

（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって１年複利の方法によ

り計算し、この預金とともに支払います。 

① ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普

通預金の利率 

 

② ６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×４０％

③ １年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×５０％

④ １年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×６０％

⑤ ２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×７０％

⑥ ２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×９０％

 

（６）省略 

以 上

自動継続期日指定定期預金規定 

１．～２．省略 

 

３．（利息） 

（１）～（４）省略 

（５）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息は預入日

（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって１年複利の方法によ

り計算し、この預金とともに支払います。 

① ６か月未満‥‥‥‥‥‥預入日から２年以上の約定

利率の１５％または解約日の普通預金利率のいずれ 

か低い方 

② ６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×２０％

③ １年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×２５％

④ １年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×３０％

⑤ ２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×４５％

⑥ ２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×６０％

 

（６）省略 

以 上
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自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

新旧対照表 

改定前 改定後 

自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前

日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって計算（預入日の３

年後の応当日から預入日の５年後の応当日までを満期

日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金につ

いては６か月複利の方法）し、この預金とともに支払い

ます。ただし、中間払利息が支払われている場合には、

その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×５０％ 

Ｃ．１年以上３年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

 

 

②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上４年未満‥‥約定利率×９０％ 

 

③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前

日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって計算（預入日の３

年後の応当日から預入日の５年後の応当日までを満期

日としたこの預金を複利型とした場合のこの預金につ

いては６か月複利の方法）し、この預金とともに支払い

ます。ただし、中間払利息が支払われている場合には、

その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の 

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％ま

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１５％ま

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×２０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％ま

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１５％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２５％ 
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Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×８０％ 

Ｇ．３年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金 

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月末満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×８０％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

（４）省略 

 

３．省略 

以 上

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×６０％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金 

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％ま

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×１５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月末満‥‥約定利率×２５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×４５％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

（４）省略 

 

３．省略 

以 上
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自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

新旧対照表 

改定前 改定後 

自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（３）省略 

（４）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたと

きは最後の継続日。以下同じです。）から解約日の前日

までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって計算（預入日の３年

後の応当日から預入日の５年後の応当日までを満期日

としたこの預金を複利型とした場合のこの預金につい

ては６か月複利の方法）し、この預金とともに支払いま

す。ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の

合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×５０％ 

Ｃ．１年以上３年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

 

 

②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

（スーパー定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（３）省略 

（４）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたと

きは最後の継続日。以下同じです。）から解約日の前日

までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって計算（預入日の３年

後の応当日から預入日の５年後の応当日までを満期日

としたこの預金を複利型とした場合のこの預金につい

ては６か月複利の方法）し、この預金とともに支払いま

す。ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の

合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％また

は解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１５％ま 

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 
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Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上４年未満‥‥約定利率×９０％ 

 

③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×８０％ 

Ｇ．３年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×８０％ 

Ｈ．４年以上５年末満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

（５）省略 

 

３．省略 

以 上

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×２０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応 

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％ま 

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１５％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×６０％ 

Ｈ．４年以上５年末満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金 

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％ま 

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×１５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×４５％ 

Ｈ．４年以上５年末満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

（５）省略 

 

３．省略 

以 上

なお、「自動継続式年金定期預金（ひまわり）規定」及び「夢付き定期預金（スーパード

リーム）規定」は、「自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定」及び別紙「取扱要項」に

より取り扱います。 
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自由金利型定期預金規定 

（大口定期預金） 

新旧対照表 

改定前 改定後 

自由金利型定期預金規定 

（大口定期預金） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前

日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金

とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われて

いる場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合

は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を

清算します。 

①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×５０％ 

Ｃ．１年以上３年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

 

 

②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当

日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

自由金利型定期預金規定 

（大口定期預金） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前

日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金

とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われて

いる場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合

は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を

清算します。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当

日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１５％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×２０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×３０％ 
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Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上４年未満‥‥約定利率×９０％ 

 

③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当

日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×８０％ 

Ｇ．３年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の

場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月末満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×８０％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

（４）省略 

 

以 上

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当

日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１５％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×６０％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金の

場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×１５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月末満‥‥約定利率×２５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×４５％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

（４）省略 

 

以 上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

自動継続自由金利型定期預金規定 

（大口定期） 

改定前 改定後 

自動継続自由金利型定期預金規定 

（大口定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（３）省略 

（４）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたと

きは最後の継続日）から解約日の前日までの日数および

預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算し、この預金とともに支払います。た

だし、中間払利息が支払われている場合には、その支払

額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計

額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

  ①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場

合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×５０％ 

Ｃ．１年以上３年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

 

 

  ②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

自動継続自由金利型定期預金規定 

（大口定期） 

１．省略 

 

２．（利息） 

（１）～（３）省略 

（４）この預金を定期預金共通規定第３条第１項の規定によ

り満期日前に解約する場合または定期預金共通規定【個

人用】第３条第１項の規定により満期日前に解約する場

合、および定期預金共通規定第３条第４項の規定により

解約する場合または定期預金共通規定【個人用】第３条

第５項の規定により解約する場合は、その利息（以下「期

限前解約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたと

きは最後の継続日）から解約日の前日までの日数および

預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算し、この預金とともに支払います。た

だし、中間払利息が支払われている場合には、その支払

額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計

額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

  ①  預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の

応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場

合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

  ②  預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１５％ま

たは解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×２０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×３０％ 
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Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上４年未満‥‥約定利率×９０％ 

 

  ③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×８０％ 

Ｇ．３年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

  ④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

 預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×８０％ 

Ｈ．４年以上５年末満‥‥‥‥‥約定利率×９０％ 

 

（５）省略 

 

以 上

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×６０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

  ③  預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応

当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１５％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２５％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×４５％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×６０％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

  ④  預入日の５年後の応当日を満期日としたこの預金

の場合 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×１０％ 

または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×１０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥約定利率×１５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥約定利率×２０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月末満‥‥約定利率×２５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×３０％ 

Ｇ．３年以上４年未満‥‥‥‥‥約定利率×４５％ 

Ｈ．４年以上５年未満‥‥‥‥‥約定利率×７０％ 

 

（５）省略 

 

以 上
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財産形成積立定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

財産形成積立定期預金規定 

１．～３．省略 

 

４．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第５条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第５条第４項の規定により解約する場

合、その利息は、預入金額ごとに預入日（利息を元金に

組入れたときは最後の利息計算日）から解約日の前日ま

での日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金と

ともに支払います。 

① ６か月未満‥‥‥‥ 解約日における普通預金の利率

 

② ６か月以上１年未満‥前記（１）の適用利率×５０％

③ １年以上３年未満‥‥前記（１）の適用利率×７０％

 

 

 

 

（４）省略 

 

５．省略 

 

以 上

財産形成積立定期預金規定 

１．～３．省略 

 

４．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第５条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第５条第４項の規定により解約する場

合、その利息は、預入金額ごとに預入日（利息を元金に

組入れたときは最後の利息計算日）から解約日の前日ま

での日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第

４位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金と

ともに支払います。 

① ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％また

は解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

② ６か月以上１年未満‥‥‥‥‥約定利率×３０％ 

③ １年以上１年６か月未満‥‥‥約定利率×４０％ 

④ １年６か月以上２年未満‥‥‥約定利率×５０％ 

⑤ ２年以上２年６か月未満‥‥‥約定利率×６０％ 

⑥ ２年６か月以上３年未満‥‥‥約定利率×７０％ 

 

（４）省略 

 

５．省略 

 

以 上
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財産形成期日指定定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

財産形成期日指定定期預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続 

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によ

って１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満……………………解約日における普通預

金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満…………２年以上利率×４０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満……２年以上利率×５０％

Ｄ．１年６か月以上２年未満……２年以上利率×６０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満……２年以上利率×７０％

Ｆ．２年６か月以上３年未満……２年以上利率×９０％

 

（４）省略 

 

６．省略 

 

以 上

財産形成期日指定定期預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続 

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によ

って１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満………預入日から２年以上の約定利率の１

５％または解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満…………２年以上利率×２０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満……２年以上利率×２５％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満……２年以上利率×３０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満……２年以上利率×４５％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満……２年以上利率×６０％ 

 

（４）省略 

 

６．省略 

 

以 上
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財形年金預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

財形年金預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

 預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継 

続日）から解約日の前日までの日数について次の預 

入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま 

す。）によって１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通 

預金の利率 

 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×４０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×５０％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×６０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×７０％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×９０％

②  預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）の

場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以

下は切捨てます。）によって計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通

預金の利率 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥上記（１）②の適用利

率×５０％ 

 

（４）省略 

 

６．～１８．省略 

以 上

財形年金預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継 

続日）から解約日の前日までの日数について次の預 

入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま 

す。）によって１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥預入日から２年以上の約定利率

の１５％または解約日の普通預金利率のいずれか低い

方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×２０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×２５％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×３０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×４５％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×６０％

②  預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）の

場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数 

について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以

下は切捨てます。）によって計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％また

は解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥約定利率×３０％ 

 

 

（４）省略 

 

６．～１８．省略 

以 上
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財形住宅預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

財形住宅預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続 

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通 

預金の利率 

 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×４０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×５０％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×６０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×７０％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×９０％

 

（４）省略 

 

６．～１９．省略 

 

以 上

財形住宅預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を第６条第１項の規定により満期日前に解約

する場合および第６条第４項の規定により解約する場

合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支

払います。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算します。 

  Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥預入日から２年以上の約定

利率の１５％または解約日の普通預金利率のいずれ 

か低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×２０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×２５％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×３０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×４５％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×６０％

 

（４）省略 

 

６．～１９．省略 

 

以 上
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積立定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

積立定期預金規定 

１．～２．省略 

 

３．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を積立定期預金、積立式期日指定定期預金共

通規定第３条第１項の規定により満期日前に解約する

場合または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通

規定【個人用】第３条第１項の規定により満期日前に解

約する場合、および積立定期預金、積立式期日指定定期

預金共通規定第３条第３項の規定により解約する場合

または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通規定

【個人用】第３条第４項の規定により解約する場合、そ

の利息は、預入金額ごとに預入日（利息を元金に組入れ

たときは最後の利息計算日）から解約日の前日までの日

数について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以

下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに

支払います。 

①  ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通預 

金の利率 

②  ６か月以上１年未満‥‥‥前記（１）の適用利率×

５０％ 

③  １年以上３年未満‥‥‥‥前記（１）の適用利率×

７０％ 

 

 

 

 

（４）省略 

 

以 上

積立定期預金規定 

１．～２．省略 

 

３．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を積立定期預金、積立式期日指定定期預金共

通規定第３条第１項の規定により満期日前に解約する

場合または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通

規定【個人用】第３条第１項の規定により満期日前に解

約する場合、および積立定期預金、積立式期日指定定期

預金共通規定第３条第３項の規定により解約する場合

または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通規定

【個人用】第３条第４項の規定により解約する場合、そ

の利息は、預入金額ごとに預入日（利息を元金に組入れ

たときは最後の利息計算日）から解約日の前日までの日

数について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以

下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに

支払います。 

①  ６か月未満‥‥‥‥‥‥‥約定利率×２０％また 

は解約日の普通預金利率のいずれか低い方 

②  ６か月以上１年未満‥‥‥約定利率×３０％ 

 

③  １年以上１年６か月未満‥‥約定利率×４０％ 

 

④ １年６か月以上２年未満‥‥約定利率×５０％ 

⑤ ２年以上２年６か月未満‥‥約定利率×６０％ 

⑥ ２年６か月以上３年未満‥‥約定利率×７０％ 

 

（４）省略 

 

以 上
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積立式期日指定定期預金規定 

新旧対照表 

改定前 改定後 

積立式期日指定定期預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を積立定期預金、積立式期日指定定期預金共

通規定第３条第１項の規定により満期日前に解約する

場合または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通

規定【個人用】第３条第１項の規定により満期日前に解

約する場合、および積立定期預金、積立式期日指定定期

預金共通規定第３条第３項の規定により解約する場合

または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通規定

【個人用】第３条第４項の規定により解約する場合、そ

の利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払いま

す。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算します。 

Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥‥‥解約日における普通 

預金の利率 

 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×４０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×５０％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×６０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×７０％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×９０％

 

（４）省略 

 

以 上

積立式期日指定定期預金規定 

１．～４．省略 

 

５．（利息） 

（１）～（２）省略 

（３）この預金を積立定期預金、積立式期日指定定期預金共

通規定第３条第１項の規定により満期日前に解約する

場合または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通

規定【個人用】第３条第１項の規定により満期日前に解

約する場合、および積立定期預金、積立式期日指定定期

預金共通規定第３条第３項の規定により解約する場合

または積立定期預金、積立式期日指定定期預金共通規定

【個人用】第３条第４項の規定により解約する場合、そ

の利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払いま

す。 

預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期間

に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て１年複利の方法により計算します。 

  Ａ．６か月未満‥‥‥‥‥‥預入日から２年以上の約定

利率の１５％または解約日の普通預金利率のいずれ 

か低い方 

Ｂ．６か月以上１年未満‥‥‥‥２年以上利率×２０％

Ｃ．１年以上１年６か月未満‥‥２年以上利率×２５％

Ｄ．１年６か月以上２年未満‥‥２年以上利率×３０％

Ｅ．２年以上２年６か月未満‥‥２年以上利率×４５％

Ｆ．２年６か月以上３年未満‥‥２年以上利率×６０％

 

（４）省略 

 

以 上

 


